
議案第３５号 

市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定

について 

標記条例を次のように制定する。 

令和元年６月１０日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例（平成１７年条例第２０３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で

示すように改正する。ただし、改正前の欄に掲げる規定で改正後の欄にこれに対

応するものを掲げていないものは、これを削るものとする。 

改正後 改正前 

  

（使用料及び手数料の額） （使用料及び手数料の額） 

第２条 使用料及び手数料は、診療報酬の算定方

法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）に定め

る診療報酬点数表（以下「点数表」という。）並

びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院

時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定

に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第９９

号）により算定した額とする。ただし、料金の限

度又は範囲を規定しないものは市長がその額を

定める。 

第２条 使用料及び手数料は、診療報酬の算定方

法（平成２６年厚生労働省告示第５７号）に定め

る診療報酬点数表（以下「点数表」という。）並

びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院

時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定

に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第９９

号）により算定した額とする。ただし、料金の限

度又は範囲を規定しないものは市長がその額を

定める。 

２ （略） ２ （略） 

３ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療

養及び選定療養（平成１８年厚生労働省告示第

４９５号）第２条第７号の規定に該当する者は、

１日につき点数表の入院料の基本点数により算

定した額に１００分の１５を乗じて得た額を徴

収する。 

３ 厚生労働大臣の定める評価療養      

 及び選定療養（平成１８年厚生労働省告示第

４９５号）第２条第７号の規定に該当する者は、

１日につき点数表の入院料の基本点数により算

定した額に１００分の１５を乗じて得た額を徴

収する。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

７ 第１項から第５項まで及び別表第２に規定す

る使用料及び手数料（消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）の規定により非課税とされるものを

除く。）の額は、それぞれの区分の金額に１００

分の１１０を乗じて得た額とし、その額に１円未

満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる

ものとする。 

７ 第１項から第５項  及び別表第２に規定す

る使用料及び手数料            

                     

    の額は、それぞれの区分の金額に１００

分の１０８を乗じて得た額とし、その額に１円未

満の端数が生じたときは、これ  を切り捨てる

ものとする。ただし、消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）の規定により非課税とされる場合
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は、表示の使用料及び手数料を徴収する。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、第２条第１項及び

第３項の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例第２条第

７項の規定は、この条例の施行の日以後に納付義務の生じた使用料及び申請等

がなされた事務に関する手数料について適用し、同日前に納付義務の生じた使

用料及び申請等がなされた事務に関する手数料については、なお従前の例によ

る。 

 

提案理由 

消費税法等の改正に伴い、所要の改正を行うため。 
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